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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

朝日ヘリコプター株式会社所有のベル式４７Ｇ‐２型ＪＡ７３０１は，昭和４９年８月４日，

下館市中館地区において，農薬散布作業中，発動機が停止し，水田に墜落し大破した。

この事故により，操縦者（同乗者なし）は軽傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年８月４日～５日　現場調査

８月１２日　燃料タンクの燃量の流出不能量の測定

８月２６日～２７日　発動機及び発動機補機の機能点検

１０月１８日　原因関係者からの意見聴取

２．認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７３０１は，農薬散布のため，昭和４９年８月４日０７時４０分ころ，下館市中館地区

に臨時に設けた場外離着陸場を基地として，農薬散布飛行を開始し，１３回の散布作業を終了



した。

その後，同機は１４回目の散布作業のため，０８時３５分ころ同基地を離陸したが，飛行中 

発動機が停止し，下館市中館地区の水田に０８時３８分ころ墜落した。

この事故により，機体は大破し，操縦者は軽傷を負った。

２．２　人の死亡，行方不明又は負傷

操縦者　軽傷

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

水稲約２０平方メートルが損害を受けた。

２．５　乗組員に関する情報

操縦者　３２才　昭和１７年６月３０日生

技能証明　事業用操縦士技能証明書第１９３４号

限定事項　回転翼航空機

総飛行時間　４，０８２時間３９分

同型式機飛行時間　３，２６８時間３９分

航空身体検査証明　第１種航空身体検査証明書第１３５０９４４号

２．６　航空機に関する情報

型式　ベル式４７Ｇ‐２型

製造番号　１６９１

耐空証明　第東４８‐４９３号

総使用時間　７，１１３時間１２分

１，２００時間点検

後の使用時間 １，１７２時間２２分

２．７　気象に関する情報

操縦者の口述によると，事故当時の気象は次のとおりであった。



風向　北東

風速　２メートル

視程　８～１０キロメートル

２．８　航空機又はその部品の損壊に関する情報

キャビン組立　バブル破損

テール・ブーム　後端より約８０センチメートルの所で切損

メイン・ローター　(1)　ブレードの先端約１．５メートルの範囲に打痕

(2)　赤ブレードのピッチホーン折損

操縦系統　マスト・コントロールのロッド湾曲

尾部　(1)　テール・ローター・ブレードは曲折し，エクステンション

チューブと共に切損，飛散。

(2)　テール・ローター・ガードは切損，飛散。

(3)　エレベーターはテール・ブーム後部と共に飛散。

(4)　ドライブ・シャフトは剝脱，屈曲，飛散。

燃料　燃料系統の全残燃料は約２．４リットルであった。

その他　機体はほぼ水平の姿勢で静止していた。

３．事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

(1)　発動機及び発動機補機は，試験の結果，事故発生後も異常なく作動した。

(2)　各姿勢における燃料タンクの燃料の流出不能量について，地上において試験した結果は 

下記のとおりであった。

飛行狀態（マスト前傾４°，７０マイル時で水平直線飛行狀態に相当）

…………………約２．６リットル

地上に静止した狀態…………………………………………………約１．５リットル

３．２　解析

農薬を散布する飛行速度は２０～４０マイル毎時であるから，この狀態では，燃料の枯渇狀



態は，燃料タンクの燃料の流出不能量が１．５リットルと２．６リットルの間の値で発生するもの 

と考えられる。

残がい調査時に，ＪＡ７３０１の燃料系統から排出された全残燃料は，約２．４リットルであ 

り，このことから，発動機の停止は燃料の枯渇によるものと推定される。

残がい調査時に気化器から燃料が排出されたが，このことは次のように考えられる。

(1)　ベル式４７Ｇ‐２型の燃料タンクの燃料取出し口は，燃料タンクの後部にあり，その最 

低部より高い位置にある。

(2)　飛行中には，燃料タンクは，機体が地上に静止している場合の前方が高い姿勢より，や 

や水平に近い姿勢となる。

(1)，(2)の理由により，飛行中に燃料が枯渇し，発動機が停止しても，機体が地上に戻った場 

合は，燃料タンクの姿勢変化により，気化器に燃料が流入する。

また，整備記録等から事故に関連あったと考えられる事項は見出せなかった。

以上の理由から，燃料の枯渇は，操縦者の燃料残量に関する配慮が欠けていたことによるも  

のと推定される。

４．結論

(1)　操縦者は適正な資格を有していた。

(2)　事故当時の気象狀態は，事故に関連なかったものと推定された。

(3)　ＪＡ７３０１は適法な耐空証明書を有し，整備記録等から事故に関連あったと考えられる 

事項は見出せなかった。

(4)　発動機及び発動機補機は，事故後も異常なく作動した。

(5)　事故機の燃料系統の全残燃料は，約２．４リットルであった。

(6)　試験の結果，ＪＡ７３０１の燃料タンクの燃料の流出不能量は，巡航姿勢において約２．６ 

リットル，地上に静止している姿勢において約１．５リットルであった。

原因

本事故は，燃料残量に関する配慮を欠いたことにより，燃料が枯渇し墜落したものと推定

される。


